
別紙 (第 7条関係 )

名護市公告第  58

平成 24年 10 19 日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 234条 第 1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号 )に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとお り公告しま

す。

名護市長  稲嶺

［万
　
　
月

1 工事名 大北大西線 1工区植栽工事

2 工事の種類 造園工事

3 施工場所 名護市 大北 。大西 地内

4 工期 契約締結 日の翌 日(又 は契約締結 日)～ 平ヽ成25年 1月 31日

5 概 要 土エー式、植栽エー式

6 ヌ、本Lロ ロ寺 平成24年 11月 6日 (火 )午後1時30分

7 入本L場所 第 1会議室

8
予定価格
(消 費税込み )

7,350,000円

9 最低考1限価格 設定する

10 免 除

11 契約保証金
契約額の 10分の 1以上。ただ し、金融機関又は保証事業会社の保
証をもって契約保証金の納付に代えることができる.

９

］ 申請書提出期限 平成24年 10月 29日 (月 )正午

13
工事内容に関する
質問締切日

平成24年 11月 1日 (本 )正午

14 質問に対する回答 平成24年 11月 2日 (金 )

15 F旨名i三矢日日 平成 24年 10月 31日 (水 )

16 担 当課
入札関係 :名護市工事契約検査室
工事関係 :名 護市建設土木課



2  入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。

に本店 を有す る者であること。

②  建設業法第 3条第 1項の規定による建設業の許可を受けていること。

③  名護市の造園工事に登録されている者であること。

④  今年度 (平成24年 4月 1日 から平成24年 11月 6日 の入札日までの間)に本市発注の造園工
事を受注した者ではないこと。

⑤  前年度繰越により継続して本市発注の造園工事を施工中の者ではないこと。ただし、
入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

⑥  地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

⑦  仕様書等で指定された資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3カ 月以
上の雇用関係があること。

③  入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停上の措置を受け
ていない者であること。

⑨  名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づ

き要求された内容を履行中の者でないこと。

⑩  入札参力「資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていな
い者でないことc

⑪  入札日において有効な総合評定値通知書 (い わゆる経審)を受けている者であるこ
と。

⑫  会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成11年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

⑬  公告日の3カ 月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者 (前号に該当する
ものを除く。)であること。

3  配布資料

① 名護市公募型指名競争入札の実施について (公告文)

② 公募型指名競争入札参加申請書

③ 入札′とヽ得

④ 入札書

⑤ 質問書

⑥ 特記仕様書

⑦ 位置図

③ 図面

⑨ 注意事項

4  提出書類

次に掲げる書類を平成24年 10月 29日 (月 )正午までに提出 してください」当該期限を過ぎて

提出のあった者については受付を行いません。

①  公募型指名競争入札参加中請書 (様式第 3号 )

②  配置 予定技術者に手持工事が有る場合は、CORINSの 工事カルテ受領書及び受注

時又は変更時■1事 カルテの写し (CORINS登 録 していない場合は、契約書の写し)

③  配置予定技術者に係る書類

(1)配置予定技術者の雇用確認ができる書類

121資格者証の写し



5  指名通知予定日

上記 4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たす者については平成24年 10月 31日 (水)に
指名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付 した非指名通知書を
送付 します。

6  落札者の決定に関する事項

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認 します。
当該落札候補者の提出した書類が上記 2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚
偽の記載を行つていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書
類を確認 します。

入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立て
を市長に対 して行 うことができます。説明の申し立てを行 う者は、指定する日までに書面 (任

意)に より、担当課まで提出してください。


